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COVID-19の感染拡大に伴い、源泉

徴収税率の引き下げを認める財務

省令第361号が官報に掲載されまし

た。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

源泉徴収税率の引き下げを認める財務省令第361号

が2020年3月30日に官報に公布されました。 

これにより2020年4月1日から2020年9月30日までの

課税所得の支払いにかかる源泉徴収税率は1.5％に、

2020年10月1日から2021年12月31日までの課税所

得の支払いにかかる源泉税率は2%に軽減されます。

ただし、2%の税率は電子源泉徴収税システムを通じ

て、源泉徴収税の支払いがされた場合にのみ適用さ

れます。 

しかし、電子源泉徴収税システムに関する法案は

2019年11月26日に閣議決定されましたが、まだ法制

化されていません。 

本省令の内容は以下を参照ください。 

PwC Tax Insight (No.12/2020) 
新型コロナウィルス (COVID-19)の感染拡大に 

伴う源泉徴収税率の引き下げ 
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源泉徴収税率の引き下げは、タイ国で事業活動を営む企業（財団および協会を除く）が得る歳入法第40条に規定する

以下の課税所得に該当する支払に対し、適用されます。 

• 第40条(2)に基づく所得（請負やサービス提供による収入）

• 第40条(3)に基づく営業権、著作権その他の権利からの所得

• 第40条(6)に基づく、法律、医学、工学、建築、会計、美術等の自由専門業による所得

• 第40条(7)および(8)に基づく、請負業務からの所得

• 第40条(8)に基づく役務の提供による所得の内、俳優への報酬、広告料、損害保険料、輸送費を除くもの

• 販売促進を目的とした賞金、割引き、その他の特典

源泉徴収税率の引き下げは、個人が得る歳入法第40条に規定する以下の課税所得に該当する支払に対しても適用さ

れます。 

• 第40条(6)に基づく、法律、医学、工学、建築、会計、美術等の自由専門業による所得

• 第40条(7)および(8)に基づく、請負業務からの所得

• 第40条 (8)に基づく役務の提供による所得の内、俳優への報酬、広告料、損害保険料、輸送費を除くもの

• 販売促進を目的とした賞金、割引き、その他の特典
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 

より詳しい情報、または個別案件への取り組みにつきましては下記担当者にご連絡ください。 
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